
※建築行為等許可申請書 

※意見書 

※委任状（申請者以外が申請を行う場合） 

※土地使用承諾書 

 （土地所有者以外が建築等を行う場合） 

※誓約書 

※建築工事等着手届 

※仮換地証明・敷地地番該当証明・保留地証明は 

組合で取得してください（1 件 500 円） 

※組合から意見書を添付して日進市区画整理課へ 

許可申請書を提出します。 

※建築行為等許可申請書に添付する仮換地証明・ 

敷地地番該当証明・保留地証明は写しを添付 

してください。 

※76 条検査費用として、建築行為等許可申請時 

に 3 万円の検査手数料が必要となります。 

※組合から申請の連絡先に記載されている方に 

 連絡をしますので、組合事務所まで取りに来 

てください。 

※許可書を取りに見えるときに、建築等工事保証 

金を組合指定口座に振込をしていただき、誓約 

書及び建築工事等着手届を組合に提出してくだ 

さい。 

※建築等の工事が完了したら、 

建築工事等完了届及び工事保証金返却口座届出

書を組合に提出してください。 

７６条許可申請等手続きの流れについて 

 

 申請書等入手 

または 

日進香久山西部区画整理組合事務所 

ダウンロード 

（日進香久山西部組合ウェブサイト） 

建築行為等許可申請書作成 

土地区画整理組合へ提出(３部) 

76 条検査費用(３万円) 

日進市へ許可申請書を提出 

日進市区画整理課 

許   可 不 許 可 

審     査 

許 可 書 受 理 

建築等工事着手前検査 

建築等工事完了検査 


